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有料老人ホームに係る報告の徴収について（依頼） 

 

 

日頃より、東京都の高齢者福祉施策に御協力いただき、誠にありがとうございます。 

標記の件について、「有料老人ホーム設置者等からの報告の徴収について」（平成３０年３月３

０日付老高発０３３０第３号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知）及び「東京都指定居宅サ

ービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例」（平成２４年東京都条例第１１１

号）第２３２条第３項に基づき、下記のとおり関係書類を提出してください。 

 

記 

 

１ 調査対象 

令和８年７月１日時点で入居を開始している（予定含む）都内サ付き住宅 

※ 中核市（八王子市）所在分を除く 

 

２ 提出書類 

(1) 入居契約重要事項説明書 

(2) 法人の経営状況報告書 

(3) 住宅の経営状況報告書 

(4) 協力医療機関に関する届出書・添付書類（協定書の写し） 

※(4)については特定施設入居者生活介護の指定を受けている事業所のみ 

 

３ 作成上の注意 

(1) 入居契約重要事項説明書 

ア 東京都指定様式（エクセル版）により作成してください。 

イ 報告基準日は、令和８年７月１日として作成してください。 

ウ 提出された重要事項説明書は、東京都福祉局のホームページにて公表します。 

個人情報の取扱いには厳重に注意してください。 

 

(2) 法人の経営状況報告書・住宅の経営状況報告書 

 ア 東京都指定様式（エクセル版）により作成してください。 

 イ 複数の登録住宅を運営する法人の場合は、法人の経営状況報告書は１部のみの提出で

結構です。 

 ウ 場合により、追加資料の提出を求めることがあります。 

 



(3) 協力医療機関に関する届出書・添付書類（協定書の写し） 

  ア 東京都指定様式（エクセル版）により作成してください。 

   ※ エクセルファイルにおいて入力欄が足りない場合は、行追加をお願い致します。  

  イ 各協力医療機関との協力内容がわかる書類（協定書等）を添付してください。 

   ※ 施設基準第１号及び第２号の規定を満たす該当部分に赤線等を引いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 提出様式について 

  別添様式を使用してください。 

（同データは下記よりダウンロードすることもできます。） 

◆東京都福祉局ホームページよりのダウンロード： 東京都福祉局ホームページ 

「令和８年度 サービス付き高齢者向け住宅実態調査と医療・介護連携のチェックリストの

提出及び有料老人ホームに係る報告徴収について」 

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/jiritsu_shien/tekigou_tokutei/houkoku_satsuki. 
（東京都福祉局トップページ → 高齢者 → 自立生活の支援 → サービス付き高齢者向け住宅 →  

令和８年度 サービス付き高齢者向け住宅実態調査と医療・介護連携のチェックリストの提出及び有料 
老人ホームに係る報告徴収について） 

 

４ 提出方法 

(1)提出書類は、電子データを電子メールに添付し提出してください。 

(2)電子メールの件名及び添付ファイル名 

（例：サービス付き高齢者向け住宅登録番号が「99999」の場合） 

区  分 名  称 

電子メールの件名 99999【○○○ホーム】報告徴収提出書類 

Excel ﾌｧｲﾙ名 

入居契約重要事項説明書 99999【○○○ホーム】入居契約重説.xls 

法人の経営状況報告書(※) 99999【株式会社△△】法人の経営状況報告書.xls 

住宅の経営状況報告書 99999【○○○ホーム】住宅の経営状況報告書.xls 

協力医療機関に関する届出書 99999【○○○ホーム】協力医療機関に関する届出書.xls 

PDF ﾌｧｲﾙ名 
協定医療機関に関する届出

書添付書類 
99999【○○○ホーム】協力医療機関協定書写し.pdf 

※ 「法人の経営状況報告書」は、法人につき１部の提出で結構ですので、ファイル名は、運営す

る住宅のうち、いずれか１つの登録番号（99999の部分）を付番してください。 

 

５ 提出期限及び提出先 

  令和８年７月３１日（金曜日）必着 

提出先メールアドレス：ml-houkokusatsuki@section.metro.tokyo.jp 

 

 

 

施設基準【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第

３７号）第２項】 

第１号 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時

確保していること。 

第２号 当該指定特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行

う体制を、常時確保していること。 

 

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/jiritsu_shien/tekigou_tokutei/houkoku_satsuki.html


６ 問い合わせ先 

  東京都福祉局高齢者施策推進部在宅支援課高齢者住宅担当 

  〒１６３－８００１ 新宿区西新宿２－８－１ 

  電 話：０３－５３２０－４２７３ 

  メール：ml-houkokusatsuki@section.metro.tokyo.jp 

mailto:ml-houkokusatsuki@section.metro.tokyo.jp

